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令和７年度 教育課程について（届） 

 

 

立川市立学校管理運営規則第１２条に基づき、以下のとおり教育課程をお届けします。 

 

１ 教育目標 

（１） 学校の教育目標 

 人権尊重の精神を基盤とし、社会の変化に主体的に対応できる人間性豊かな児童の育成を目指すため

に、一人一人の「生きる力」を育むべく、学校の教育目標を設定する。 

〇健康で明るい子  〇進んで学習する子  ◎心豊かで思いやりのある子 

 

（２） 立川市教育委員会学校教育の指針を踏まえた学校の教育目標を達成するための基本方針 

「第二小学校ウェルビーイングの向上」を掲げ、児童一人一人が、生きがいを感じ、一生懸命に生き

ることに幸せを感じることを目指し、基本方針を示す。 

ア 健康で明るい子（心身ともに健康で、今を楽しむことができる児童） 

① 自身の健康・安全への関心を高め、体力向上に向けて主体的に運動に取り組む態度を育む。 

② 学習規律の確立や規範意識の向上とともに、人権意識の涵養と他者理解の態度を育む。 

③ いじめや不登校の未然防止、早期発見、早期支援の徹底を図り、学校生活への安心感を高める。 

イ 進んで学習する子（自ら学び、自分の考えをもち、伝えることができる児童） 

① 自分の考えや思いをもち、豊かに表現することができる力を育む。 

② 主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を図り、基礎的・基本的な学習内容の定着と身に付

けた知識・技能を活用する力を育む。 

③ 研修の機会や OJT の充実を図り、教職員が互いに学び合い、高め合う風土を醸成する。 

ウ 心豊かで思いやりのある子（自他のよさを認め、他者の考えを素直に聞くことができる児童） 

① 体験活動、多様な表現や鑑賞の活動、読書活動の充実を図り、豊かな人間性を育む。 

② 自分のよさを素直に認め、他者への思いやりと自他ともに大切にする心情や態度を育む。 

③ 保護者や地域関係者等と連携を図り、すすんで地域に関わる態度を育む。 

エ 教育目標の達成に向けたその他の事項 

① 学習効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメントを構築し、主体的に学ぶ児童を育成する。 

② コミュニティ・スクールと地域学校協働活動との一体的推進により、児童と地域が互いに関わり合

う教育活動を展開することで、地域を大切にする心情を育む。 

③ 保護者・地域の理解を得ながら教員の働き方改革を進め、教員の心のゆとりと児童と関わる時間を

確保する。 

 



 

 

２ 指導の重点 

（１） 学習指導要領及び生活指導提要を踏まえた各教科、特別の教科 道徳、外国語活動・外国語、 

総合的な学習の時間、特別活動、立川市民科における指導の重点 

ア 各教科 

① 既習事項を生かした自力解決の時間や、考えを練り上げ検討する時間を確保し、問題解決的な授業

展開を行う。 

② 知識・技能の活用を図るための言語活動を効果的に取り入れた授業展開を行う。 

③ 多様性に応じた指導による個別最適な学びの充実を図るために、ＩＣＴを効果的に活用する。 

④ 教科担任制による専門性の高い授業、算数の習熟度別指導や放課後補習教室を実施するとともに、

「全国学力・学習状況調査」「東京都統一体力テスト」の結果等の分析を踏まえて策定した「授業改

善推進プラン」を全教員で活用し、授業改善を図る。 

⑤ 体力の向上及び健康的な生活を送る意欲や生涯を通して運動を楽しむ態度を育むために、多様な課

題を解決するための場の工夫や、身体計測時等に保健指導や衛生指導を行う。 

イ 特別の教科 道徳 

① 道徳授業推進教師を中心に授業改善を図り、他者の意見を聞き、自己の考え方を再構築する「考え、

議論する道徳」の授業づくりを行う。 

② 自己有用感を高めるために、当番活動や委員会活動、社会奉仕活動等において他者への貢献を実感

できる場面を設け、価値付けしていく。 

③ 児童一人一人の道徳的実践力や規範意識を高めるために、道徳授業地区公開講座等を通して道徳の

授業を公開し、家庭や地域への啓発及び連携を図る。 

ウ 外国語活動・外国語 

① 外国語教育中核教員を中心に全教員の外国語活動・外国語の指導力向上を図る。また、先行的な研

究や資料等を活用して、充実した指導計画や評価計画を作成する。 

② 身に付けた英語の力でコミュニケーションを図る楽しさを味わわせるとともに、積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする態度を育むために、ALT、校区中学校教員、外部人材との連携や、TGG 等

における体験活動を行う。 

エ 総合的な学習の時間 

① 総合的な学習の時間で身に付けたい力と教科等で身に付けたい力との関連を明確にした指導計画

を作成し、探究型の授業を行う。 

② 自ら課題を発見し解決する力や、学習を調整して試行錯誤する力を育むために、地域の特性を生か

した自然体験や福祉体験、ボランティア体験等の体験的な学習の充実を図る。 

オ 特別活動 

① よりよい人間関係の構築や、実際の社会で生きて働く社会性や創造性を育むために、主体的に取り

組める学級活動や児童会活動、クラブ活動、委員会活動を計画し、実施する。 

② 自己有用感を高めるために、より多くの児童等と関わり、他者からの感謝の経験を味わわせること

ができる学校行事を計画し、実施する。 

 

 

小・第２表                            

                                   立川市立第二小学校 



 

 

カ 立川市民科 

① 「多様性を尊重し、街を大切にする」心情を育むために、地域を題材にした探究的な学習を行う。 

② 地域等の問題を自分事として捉え、自ら考え、判断し、行動していく態度を育むとともに、合意形

成を図りながら協働的に追究する力を育むために、地域人材の活用を推進する。 

③ 社会の形成に参画しようとする態度を育むために、認知症サポーター養成講座、立川シビックプラ

イド、消防署による救急救命講習等を実施する。 

                           

（２） 特色ある教育活動 

① 探求心旺盛で、創造的な児童を育てるために、年２回の読書旬間の設定、読書環境の整備、ボラン

ティアによる読み聞かせ等、読書活動の充実を図る。 

② 多様な考えを受け入れる力を育むために、特別支援学級との交流及び共同学習を実施する。 

③ 学校 2020 レガシーとして、障害者理解やボランティアマインドの資質を育むために、地域の方々

等をゲストティーチャーに迎え、講話や体験活動等を実施する。 

④ 円滑な就学や進学に向けて、幼保小連携や小中連携による学校体験等の充実を図る。 

 

（３） 生活指導 

① 生命を尊重し自他共に大切にする心情や態度、共感する力や他者の考えを受け入れる態度を育成す

るために、全教育活動を通した人権教育を推進する 

② 「ふれあい月間」「いじめ解消・暴力根絶旬間」「いじめ防止授業」「SOS の出し方に関する教育」等、

いじめ・不登校の未然防止、早期発見、早期支援や、暴力根絶、自殺防止に向けた取組を実施する。 

③ 各種アンケートや心理調査分析等を通して把握した児童の実態を全教職員で共有し、スクールソー

シャルワーカー、関係機関等との連携により組織的な対応及び相談体制の充実を図る。 

④ 災害における自助・共助に基づく実践力の向上のために、地域と連携した防災教育を実施する。 

⑤ 食物アレルギー等への意識の向上を図り、緊急時に適切な対応がとれるよう「アレルギー対応方針」

を基に組織的に取り組む。 

 

（４） 特別な配慮を必要とする児童への指導 

① ユニバーサルデザインを取り入れた、教室環境の整備や授業展開により、全ての児童が「わかる・

できる」ことを目指す授業をデザインする。 

② 支援員やボランティア等を活用し、教室以外で安心して過ごせる校内の居場所の充実を図る。 

 

（５） 進路指導 

① 望ましい勤労観や職業観を育むために、自身の能力や適性を把握し、生かすことができる体験的な

活動の充実を図る。 

② 学ぶ意欲につながるキャリア教育の充実及び将来の夢や希望に向けた自己イメージの獲得に向け

て、年３回以上「立川夢・未来ノート」を活用する。 
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